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URL https://kensaiboukanagawa.com/ 

No.５６０ 令和４年１１月号
建設業労働災害防止協会　神奈川支部

横浜市中区太田町2-22番地 電話201-8456 FAX201-7735

第５９回全国建設業労働災害防止

大会が「高めよう 一人ひとりの安

全意識 みんなで目指そう リスク

の低減」をスローガンに１０月６～

７日の日程で金沢市のいしかわ総合

スポーツセンターをはじめとした各

会場で開催されました。

総合集会では今井会長が、最近の

情勢として「地球温暖化による台風

の大型化、線状降水帯などの自然災

害が頻繁に発生しているが、被災地

域での迅速な復旧復興の工事、ライ

フラインの点検など建設業の担う役

割は一層高まっている。」と挨拶さ

れ、２日間の日程が始まりました。

建災防神奈川支部ニュース

支部行事予定

建災防事務局だより

昨年に引き続き、１１月１１日開催の神奈

川県建設業労働災害防止大会について、大会

終了後、当支部のホームページ上にて、オン

デマンドで大会の一部（支部長、来賓の挨拶、

講演など）を公開します。一部にとどめたの

は、個人情報の関係から、公開を否とされる

方についての映像を管理することが技術的に

困難と判断したからです。

公開日程は１１月下旬を予定していますが、

ご覧いただく際にはパスワードの入力が必要

です。詳細は神奈川支部のホームページをご

覧ください。

https://kensaiboukanagawa.com/

パスワード kanagawa2022

今年の年末年始の労働災害防止強調期間は

12月1日から

1月15日まで。

ポスターなど

の用品の販売

を開始してお

ります。今年

は日向坂４６

の小坂菜緒さ

んです。

前号（１０月号）の記事の
お詫びと訂正のお願い

前号（１０月号）の支部ニュースの記事に

一部誤りがありました、以下の内容でお詫び

して訂正をお願いします。

【表紙】

冒頭黒田支部長挨拶

・８行目 黒田支部長→池田副支部長

・11行目「死亡災害は６件→５件」

【２ﾍﾟｰｼﾞ】

第57回大会のご案内中の

神奈川支部FAX番号 誤 045-201-8456

→ 正０４５－２０１－７７３５※

【７ﾍﾟｰｼ】ﾞ

死亡災害発生状況

建設業 ６件→５件 合計18件→17件

死亡災害件数については９月に把握したも

のについて、その後調査したところ労働災害

の件数にならないことが判明したため。

※支部大会参加申し込みについて

支部大会の申し込みについては前号（１０

月号）によりご案内しておりましたが、 上

記のとおり、申し込みのFax番号を間違えて

掲載してしまったため、誤った番号で申し込

まれた方については大変申し訳ございません

が、事務局で把握できておりません。

大変恐れ入りますが、再度事務局まで電話

でご連絡頂くか、Fax申込用紙の余白に「確

認のための再送付」と明記され、再度、上記

正規Fax番号で送信下さいます様お願い申し

上げます。

第５７回神奈川県建設業労働災害防止大会の

ウェブ配信のお知らせ

分会事務局長会議 正副運営委員長・部会長会議

時：１２月１６日　１４：３０ 時：１月１７日　１５：００

所：崎陽軒本店 所：３１１会議室

第５７回神奈川県建設業労働災害防止大会 労働局新年挨拶 正副支部長・分会長会議

時：１１月１１日　１５：００ 時：１月５日　１０：００ 時：１月未定　１５：３０

所：神奈川県民ホール小ホール 所：神奈川労働局 所：３１１会議室

第２回理事会 建設５団体合同賀詞交歓会 安全祈願祭

時：１２月１日　１５：００ 時：１月５日　１１：００ 時：１月２５日　１６：４０

所：講堂 所：ロイヤルパークホテル 所：伊勢山皇大神宮

第５９回全国建設業労働災害防止大会（金沢）開催

会場にて
湘南分会
の皆様

建築部会
神奈川の
現場発表

会場の
スポーツ
センター 初日

会場の
入口

年末年始労働災害防止強調期間

ポスターの販売開始
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（注）： 死亡災害把握数は、本年のみ欄外表示の日までに把握した死亡災害の件数で、（　）は、事故の型が「交通事故」

であるものを内数で表示しています。　令和元年は平成31年も含みます。

　　　署

業種
横浜南 鶴見 川崎南 川崎北 横須賀 横浜北 平塚 藤沢 小田原 厚木 相模原 横浜西 合計

43 11 56 35 34 99 27 48 41 40 47 49 530

(1) (1) (1) (1) (1) 5

44 17 30 54 39 52 41 45 30 43 46 64 505

(1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) 12

３　年

前　年

☆死亡災害の概要☆

☆死亡災害発生状況☆

☆建設業における署別労働災害発生状況☆（休業４日以上）
神奈川労働局 令和４年９年月末現在

（注）労働者死傷病報告による、（ ）内は死亡者数である。

製 造 業 1 6 3 8 5 (1) 2

建 設 業 6 (1) 18 (2) 12 (1) 21 (2) 14 (3) 10 (1)

交 通 運 輸 業 1 1

陸上貨物運送事業 3 2 4 (2) 2 5 (2) 2 (1)

港 湾 荷 役 業 1 (1)

商 業 5 (1) 3 (2) 1 (1) 3 (2) 1 (1) 1 (1)

清 掃 ・ と 畜 業 4 1 5 (2) 1 6 (2) 3 (1)

そ の 他 2 (2) 12 (3) 2 14 (5) 6 (1) 4 (1)

合 計 21 (4) 42 (7) 27 (6) 49 (9) 37 (10) 24 (6)

死亡災害件数死亡災害把握数

本年 前年同期 前々年同期

（令和４年）（令和３年）（令和２年）
令和３年 令和２年 令和元年

令和４年１０月２２日現在

令和４年１０月２２現在

本来であれば、神奈川支部の大会は、一般の

参加も加えて５００名程度の規模で開催すると

ころですが、一昨年、昨年に引き続き新型コロ

ナウイルス感染防止のため、誠に残念ですが、

表彰者に絞って開催させていただいております。

１０月の６日から７日にかけて、金沢におい

て全国大会が「高めよう 一人ひとりの安全意

識 みんなで目指そう リスクの低減」をス

ローガンに盛大に開催され私も出席いたしまし

た。

今井会長らの挨拶の中で、建設業の労働災害

が依然高止まりの状況にあり、建災防の存在意

義に危機感を感じていると所感が述べられまし

たが、ここ神奈川県においては、今年の県内の

建設業における死亡災害は、１０月１８日時点

で６件であり、昨年同時期の１８件の３分の１

程度の水準ではあるものの、第１３次労働災害

防止計画で目標としていた５件を超えてしまい

ました。

また、休業４日以上の災害についても９月末

の数字で５３０件、前年比で２５件、５％の増

加ということですので、こちらも計画の達成は

極めて困難な数字であり、第１３次労働災害防

止計画の最終年において課題は山積みと言えま

す。

とりわけ今年は労働安全衛生法が施行された

昭和４７年から数えて５０年の節目の年だと聞

いておりますが、施行された当時は神奈川県で

も建設業で１１０を超える方が一年間で亡く

なっておりました。

労働安全衛生法は先人の方が不幸にして災害

に遭ったことにより、再発を防止するためには

何をしなければならないのか国の法律で明確に

定められたもので、働く方の犠牲の上に作られ

た法律だと聞いています。

一つひとつの条文の背景には我々の先輩方の

犠牲の血が前提となっているわけです。

しかしながら、いまだに災害に関係した送検

事例が多く、被災された方々のことが教訓とし

て生かされていないことが残念でなりません。

ここ数年おいて死亡災害が全国ワースト２に

なるなど不名誉な状態が続いたことなどから、

神奈川支部では「セーフティリボン」「３分

KY」「安全行動宣言」の３つの運動を提唱して

来ましたが、それらも踏まえて来年度から始ま

る第１４次労働災害防止推進計画に建災防とし

て使命を果たすために今後とも社会情勢の変化

や関係法令の改正も踏まえつつ事業展開を進め

てまいりたいと考えております。

今回の大会では、横浜西労働基準監督署の荻

野署長、並びに三井住友建設㈱横浜支店の秦宏

紀様から、それぞれご講演をいただきます。

労働災害防止大会は、建設業の安全衛生関係

者が一堂に集まり、安全衛生意識の一層の高揚

を図るとともに、長年分会、事業所等で安全衛

生活動に尽力された方々の功績をご披露し、今

後に向けて無災害を達成すべく新たな誓いを立

てる場です。

今後の労働災害防止活動の

参考にしていただき、各事業

場における安全衛生意識の向

上に役立てていただきますよ

うお願い申し上げます。

第５７回神奈川県建設業労働災害防止大会に向けて

黒田 憲一

建設業労働災害防止協会

神奈川支部長

発生月 業種 起因物
事業場規模

発生時刻 年齢 事故の型

３月
その他の建設工事業

(１次下請)
玉掛用具

３０人～４９人

９時頃 ５０歳～５４歳 飛来、落下

６月
建築工事業

（２次下請）
高温・低温環境

～９人

１０時頃 ２０歳～２４歳

６月
建築工事業

（１次下請）
作業床、歩み板

１０人～２９人

１１時頃 ６５歳～６９歳 墜落、転落

６月
建築工事業

（１次下請）

～９人

１３時頃 ２０歳～２４歳 墜落、転落

８月
建築工事業

（２次下請）

～９人

１４時頃 ５５歳～５９歳 交通事故 （道路）

10月 土木工事業

～９人

１４時頃 ５５歳～５９歳 激突され

　７階建てビル新築工事現場において、地面に建てた敷地境界柵に安全掲示板を取付け

中、当該柵から基礎工事のため垂直に掘り下げた縁までの間が４９センチメートルの作

業場所から、２．２メートル下の基礎底面コンクリートに墜落した。

　２階建て木造住宅解体工事現場において、単管を格子に組んで防じん防音シートを

張った仮囲いの点検中、仮囲いの水平材（単管１本）から５メートル下の地面に墜落し

た。

6
トラック

別掲載（５ページ）

番号 発生概要

その他の仮設物、建

築物、構築物等

高温・低温の

物との接触

5

　工事現場での作業を終えた作業者３名が自社に戻るため社有車に乗って移動中、国道

の第２車線走行中に右側の中央分離帯に接触した後、第１車線のガードレールに衝突し

て横転した。助手席から車外に投げ出された１名が死亡し、運転席と後部座席の２名が

軽傷を負った。

乗用車、バス、

バイク

1

2

3

4

　資材置場において、資材（約６００キログラム）を移動式クレーンでつって旋回中、

１本つりのワイヤロープがフックから外れて落下し、介添えロープでつり荷を誘導中

だった被災者が下敷きとなった。

　２階建て木造住宅の外部足場を約１時間かけて解体後に、熱中症による体調不良とな

り病院へ搬送されたが、十数日後に死亡した。

　発症時は気温３１．７度、湿度５９パーセントであった。被災者は入社以降の現場作

業が通算３日目であった。

resilience for safty
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貴支部並びに会員事業場の皆様におかれましては、

日頃より労働基準行政の推進に御理解と御協力をい

ただき、厚く御礼申し上げます。

さて、毎年１１月は「過労死等防止啓発月間」と

されています。厚生労働省では、国民一人ひとりに

過労死とその防止に対する理解を深めていただける

よう、この月間を中心とした期間に、シンポジウム

を各都道府県で開催するほか、駅などへのポスター

の掲示やインターネットや新聞広告を活用した周知

啓発の取組を広く行っているところです。

神奈川労働局におきましても、「過労死等防止啓

発月間」の期間中に「過重労働解消キャンペーン」

として、

①労働局長によるベストプラクティス企業への職場

訪問

（本年度の訪問企業 大洋建設㈱横浜市戸塚区）

②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る

労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が

疑われる企業などに対する重点監督

③全国一斉の無料電話相談

④過労死等防止対策推進シンポジウムの開催

を実施します。

建設業の皆様におかれましては、人材不足の状況

が続く中、働き方改革にご理解を深め、労働時間の

削減や年次有給休暇の取得促進等に積極的にご対応

いただいているところですが、これらの取組を進め

るに当たっては、適正な工期設定や現場における週

休２日の推進など、建設工事発注者の理解と協力も

不可欠と考えております。

「過労死等防止啓発月間」の期間に限らず、建設

工事における適正な工期設定等のためのガイドライ

ンの周知や神奈川県建設業関係労働時間削減推進協

議会における協議等を通じて発注者の理解等が深ま

るよう取り組んでまいります。

過労死は、ご本人はもとより、そのご遺族やご家

族にとって計り知れない悲しみであり、また社会に

とっても大きな問題です。

近年の就業形態の多様化、コロナ禍での労働環境

の変化など、労働の現場を取り巻く環境は変化して

おりますが、いつの時代にあっても、過労死の問題

をなくしていかなければならないことに変わりはあ

りません。

「過労死等防止啓発月間」を、一人ひとりが、ご

自身にも関わることとして、過労死等の防止につい

て、ともに考え、理解を深める機会としていただけ

ると幸いです。

貴支部におかれましても、ご理解・ご協力いただ

きますようお願い申し上げ、「過労死等防止啓発月

間」に向けてのメッセージとさせていただきます。

１１月は過労死等防止啓発月間です。

第５７回神奈川県建設業労働災害防止大会が盛

大に開催されることを心からお喜び申し上げます。

そして、黒田支部長をはじめ、会員の皆様方に

は、日ごろから労働行政の推進に多大な御理解と

御協力をいただき、厚く感謝申し上げます。

また、本年も引き続いて、新型コロナウイルス

感染症防止に向けた措置を取り入れつつ、本大会

への参加を通して、神奈川県内の建設業における

労働災害防止の意識を高めておられることに際し、

労働安全衛生行政を預かる者として厚く御礼申し

上げます。

併せて、このたび、長年にわたって建設業にお

ける労働災害防止活動に積極的に取り組んでこら

れた御功績に対して、顕彰、表彰を受けられまし

た皆様には、心からお祝い申し上げますとともに、

益々のご活躍を祈念いたします。

さて、本年は第１３次労働災害防止推進計画の

５年目、最終年に当たります。全産業における死

亡災害２５人以下、死傷災害については6,223人

以下、うち建設業では死亡災害５人以下、死傷災

害については６５７人以下を目標に掲げておりま

す。

現在、建設業の死亡災害は６人（1（１０月１

８日現在）を数え、昨年１年間の１４人を大幅に

下回っており、第１３次労働災害防止推進計画の

目標の５人以下を達成できないことが明らかなも

のの、大幅な減少を見たことは「セーフティリボ

ン運動」「３分ＫＹ運動」「安全行動宣言運動」

の『３つの矢』への積極的な貴支部の取組みが功

を奏したものと考えられます。

また、死傷災害につきましては、９月末現在で

５３０人を数え、前年同期から２５人の増加と

なっておりますが、事故の型を見ますと、墜落・

転落が死亡災害では３人、死傷災害では１３４人

と最も多く発生しており、労働災害防止の最重要

課題であり続けております。

また、今日現在、建設業が置かれている状況と

いたしましては、高齢化の進展や外国人労働者の

急増により労働災害防止のため格別の配慮を要す

ることや、少子化により必要な若年労働者の確保

が困難となっていることなどがあり、これらに対

応するためには安全で安心な働きやすい職場形成

を追求し、令和６年４月からの時間外労働規制等

に対応するために働き方改革を推進しなければな

りません。

どうか皆様には引き続き積極的な対応をお願い

いたします。

貴支部におかれましては、この大会の開催を契

機として、労働災害防止活動の中心的存在として

会員事業場とともに、引き続き各施策に取り組ん

でいただくことにより年末年始における労働災害

防止の機運を高められるとともに、次年度から全

国で展開される予定である第１４次労働災害防止

計画において、さらなる飛躍を遂げることを期待

しております。

厚生労働省では、下記の窓口にて労働相談等に対応する体制

を設けています。過重労働等に関する悩みや疑問がありました

らご連絡ください。

ア 労働局・労働基準監督署

（開庁時間 平日８：30～17：15）

イ 労働条件相談ほっとライン

【委託事業】 0120－811－610（フリーダイヤル）

（相談受付時間：月～金17：00～22：00、

土日・祝日９：00～21：00）

哘崎 雅夫

神奈川労働局

監督課長

１１月は労働保険適用促進強化月間です。

正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関らわず、ひとりでも雇っている場合、事業主は労働

保険の手続きを行う義務があります。電子申請での手続き、口座振替が便利。２４時間、３６５日

いつでもOK！ 詳しくは神奈川労働局、労働基準監督署またはハローワークへご相談ください。

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp

神奈川労働局

局長

西村 斗利

第５７回神奈川県建設業労働災害防止大会の開催に当たり
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５０～９９人１５時頃 激突され
公共

１０月 土木工事業 トラック 【発生状況】

トンネル工事現場において、掘削残土をトンネル内の仮置き場

に運搬していた１０トンダンプトラックの後退時に、転回場所付

近でバックホウの清掃を行っていた被災者（土工）が、通路を横

切ろうとして轢かれたもの。55～59歳（２次下請）

【災害防止のポイント】

1 運転中のダンプトラックに接触するおそれのある箇所へ労働

者を立ち入らせない等の接触防止措置を講じること。

2 ダンプトラックを後進させる場合は、後方の確認を徹底する

こと。

3 ダンプトラックの種類および能力、荷の種類および形状等に

適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画に沿って作業を行

うこと。

4 作業指揮者を定め、作業計画に基づく作業の指揮を行わせる

こと。

１０月５日足柄上郡松田町寄に

おいて、清水建設㈱・㈱ピーエス

三菱・岩田地崎建設㈱JVで施工す

る新東名高速道路高松トンネル工

事現場を神奈川労働局と合同でパ

トロールを行いました。

参加者は神奈川労働局からは星

野労働基準部長、千葉安全課長、

小沼健康課長、永吉安全専門官、

神奈川支部からは黒田支部長と澁

谷専務理事が参加し、冒頭黒田支

部長から、今回のパトロールが全

国労働衛生週間において行われて

いることを受けて「建災防におい

ても、建設現場で働く方々の健康

の保持・増進、安全で安心な職場

環境の整備、化学物質取扱い作業

のリスクアセスメント、建災防方

式の健康KY、無記名ストレス

チェックの活用、健康障害防止対

策の充実やメンタルヘルス対策の

推進をお願いするとともに、高年

齢労働者の加齢による身体機能の

低下によるリスク等を考慮した措

置など、すべての働く人の労働災

害防止を図るために職場環境改善

の取り組みをお願いしているとこ

ろです。」と建災防の労働衛生に

かかる活動を紹介しました。

パトロール現場は新東名高速道

路の神奈川県松田町寄から山北町

向原までにおける丹沢山地南東端

部で東西に延びる松田山の山塊を

ほぼ東西に横断する高速道路の本

線工事で、工事区間は約３.４キロ

にわたり、工期は平成２８年７月

から令和６年１１月を予定してい

ます。

工事概要の説明の後、上下線の

トンネル内をパトロールし、最後

に星野労働基準部長から、「トン

ネル内の照明は作業のしやすさや

転倒防止のためにも好ましい状況

でした。また、換気も十分であり、

一昔前のように、粉じんが空気中

に立ち込めていることもありませ

んでした。

通行区分を分け、クラクション

で合図するなど人と車の接触防止

もされておりました。資材等の整

理整頓も徹底されており、安全衛

生管理状況は良好でした。

アドバイスとして、長いトンネ

ルですから途中に仮設トイレを設

置することを検討されてはいかが

でしょうか。」と講評がありまし

た。

目標の５人以下を達成できないことが明らかなも

「セーフティリボ

ン運動」「３分ＫＹ運動」「安全行動宣言運動」

への積極的な貴支部の取組みが功

につきましては、９月末現在で

墜落・

が死亡災害では３人、死傷災害では１３４人

と最も多く発生しており、労働災害防止の最重要

また、今日現在、建設業が置かれている状況と

外国人労働者の

により労働災害防止のため格別の配慮を要す

により必要な若年労働者の確保

が困難となっていることなどがあり、これらに対

応するためには安全で安心な働きやすい職場形成

時間外労働規制等

に対応するために働き方改革を推進しなければな

どうか皆様には引き続き積極的な対応をお願い

貴支部におかれましては、この大会の開催を契

機として、労働災害防止活動の中心的存在として

会員事業場とともに、引き続き各施策に取り組ん

でいただくことにより年末年始における労働災害

防止の機運を高められるとともに、次年度から全

国で展開される予定である第１４次労働災害防止

計画において、さらなる飛躍を遂げることを期待

運営委員長・部会長会議並びに正副支部長・分会長会議を開催

１０月１１日運営委員長・部会

長会議、１０月２０日に正副支部

長・分会長会議が開催され、主に

１１月１１日開催される神奈川県

建設業労働災害防止大会のプログ

ラム、来賓、開催に係る新型コロ

ナウイルス感染防止対策の内容に

ついて協議が行われました。

コロナ感染は現状なんとか小康

状態となってきましたが、建設現

場においても集団感染という形で

労災になっている事案が相当数出

ているので、まだまだ落ち着くこ

とは困難な情勢であり、感染防止

対策を十分考慮しながら進めざる

を得ないとの見解から、それらを

踏まえて会場収容人数や受付の

体制を検討しました。

正副支部長・分会長会議の冒

頭の黒田支部長の挨拶では「今

年度は国の定める１３次労働災害

防止計画、並びに建災防の８次計

画の最終年度であり、最後の最後

まで気を抜かないことはもとより

ですが、来年度以降に向けて、こ

れまでに行ってきた活動を継続す

るのか、新たな方向性を模索して

いくのか、次の計画につなげるよ

うな大会にしなくてはならな

い。」との方針が示されました。

神奈川労働局と合同パトロール開催

現場全景（右が上り線で左が下り線の坑口） パトロール前冒頭の黒田支部長挨拶

上り線坑内にて中央星野部長、左黒田支部長 下り線坑内覆工作業場
注：イラスト・災害防止のポイントは参考です、実際の災害の状況とは異なることがあります。

１０月に発生した県内建設業での死亡災害の概況

支部ニュース編集委員会を開催

１０月１１日支部ニュースの編集

委員会が開催されました。

４月～１０月号までの上半期の掲

載の内容、３月までの下半期の発行

計画について確認し、以下の検討が

されました。

①災害発生状況について、被災者の

年齢、職種の情報を入れたい。

②特集として、労働局において注目

する建設業での災害事例、あるいは

労災隠しの事例について深掘りした

ものを取り上げたい。

③掲載内容の確認のため、事前に編

集委員で内容を相互チェックする体

制を整える。

【発生状況】（詳細は調査中）

トンネル工事現場において、掘削残土をトンネル内の仮置き

場に運搬していた１０トンダンプトラックの後退時に、転回場

所付近でバックホウの清掃を行っていた被災者（土工）が、通

路を横切ろうとして轢かれたもの。55～59歳（２次下請）

【災害防止のポイント】

1 運転中のダンプトラックに接触するおそれのある箇所へ労

働者を立ち入らせない等の接触防止措置を講じること。

2 ダンプトラックを後進させる場合は、誘導者を配置し、後

方の確認を徹底すること。

3 ダンプトラックの種類および能力、荷の種類および形状等

に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画に沿って作業

を行うこと。

4 作業指揮者を定め、作業計画に基づく作業の指揮を行わせ

ること。


